
お問い合わせ先:弘前市健康こども部こども家庭課保育係　☏　０１７２－３５－１１３１

※詳しくは「手続きについて」をご覧ください。

※①・③・④の保育料等については、延⾧保育料、教材費、行事費等の実費は対象外です。
※②・③・④・⑤は各施設で金額を設定しております。市の定める上限額までが無償化の対象です。
 詳しくは各施設へお問い合わせください。
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施設・事業 対象年齢 今回新たに無償となる内容

①保育所・認定こども園 0歳～2歳児
（2号・3号認定） 保育料

②保育所・認定こども園
 幼稚園

3歳～5歳児
（1号・2号認定）
満3歳児(1号認定)

副食費 （上限:月額5,100円）

③幼稚園等(預かり保育) 満3歳児 利用料 (上限:利用日数×日額450円)

④認可外保育施設・
 企業主導型保育施設 0歳～2歳児 利用料 （上限:月額42,000円）

⑤認可外保育施設・
 企業主導型保育施設 3歳～5歳児 副食費 （上限:月額5,100円）

 市内に住所を有し、 居住していることが条件で他市町村
（広域）の施設を利用する子どもも対象になります。



【利用のながれ】

１ 申請
利用開始１週間
前までに提出

＞
２ 認定
保育の必要性
を審査

＞
３ 利用
施設へ利用料を
お支払い

＞
４ 請求
四半期毎に請求

(償還払い)

　
お問い合わせ先:弘前市健康こども部こども家庭課保育係　
　　　　　　　　☏　０１７２－３５－１１３１

【利用のながれ】

＞ ＞
３ 利用
上限額を超えた
分を施設へお支
払いください。

４ 請求
施設が毎月市に
対して請求。
(法定代理受領)

１ 申請
利用開始１週間
前までに提出

２ 認定
保育の必要性を

審査
＞


